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海外渡航費・滞在費の税務上の注意点 税  務 

社内不正を未然に防ぎましょう 経  営 

クールビズ実施の御案内 掲 示 板 

遺留分の民法特例＜除外合意＞ 事業承継 

今月の実務 

◩ 平 成 2 3 年 6 月 末 決算 法 人 の法 人税 及び 消 費 税の 申告 期限 

財団法人・社団法人の公益認定申請に向けて(7) 公益･社会福祉法人 

内部経営資源～SWOT分析～ 事業再生 

1ヶ月単位の変形労働時間制 労  務 

たいていの者は他人が時間を浪費している間に先へ進む。これは私が長年、この眼で見てきたことである。・・・ヘンリー・フォード（フォード・モーター創業者）  今月のことば  

    「ヘンリー・フォードの名言」より 

何もしないということは、現状維持ではなく後退を意味するのだと考えよう。自分が動こうが動くまいが、それに関係なく 

周りの環境は進んでいく。後々、遅れを後悔しないためにも、いまの時間を大切に動いていこう。 

：平成２3年 8月31日（水） 
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社 内 不 正 を 未 然 に 防 ぎ ま し ょ う 

 本誌では、中小企業で起きやすい社内不正の

パターンと不正の未然防止・早期発見のための

注意事項についてご紹介いたします。 

状 況 

 売掛金の回収担当者がある取引先から、売掛

金の回収代金を着服し、その穴埋めのために他

の取引先からの回収代金を充当していく手口。

遅れながらも表面上は売掛金が回収されていく

ので、早期に不正が発見しにくい。  

２ 

①現金回収をできるだけ避ける 

 売掛金の回収は、原則銀行振込とする。 

②領収証はあらかじめ連番を打って管理 

 領収証を担当者に渡す際には、何番から何番

までの領収証用紙を渡したかを記録しておく。

回収担当者には、番号順に領収証を使わせ、書

き損じたら斜線を引き、台紙から切り離さず領

収証控えとともにホッチキス止めをさせる。使

用済の領収証はすべて経理部が回収する。 

１．売掛金回収代金の着服(回収担当者) 

対 応 

状 況 

レジを通さない現金売上を着服 

・閉店間際のレジ締め後に売上を計上 

・飲食店などで、客の注文を伝票に記載する

が、その伝票のレジ打ちを行わない 

①伝票は連番で管理 

 伝票を連番で使うことで、伝票とレジの

ジャーナルとの突合ができ使い込みの有無がわ

かる。書き損じ伝票も保存させるようにする。 

②レジ締めは２人で行う 

 レジ締めは単独で行わずに２人で行えば、相

互牽制によりレジ締め後の売上の使い込み防止

の効果がある。 

２．売上金の使い込み(現金商売の店舗) 

対 応 

③商品在庫を把握する 

 商品の在庫をなるべく頻繁に把握すること

で、商品の出庫と売上金の整合性を確認でき

る。多くの商品を扱っている店舗では、商品の

出荷数の多い売れ筋商品の在庫を把握する。 

対 応 

①出庫指示書による出庫の徹底 

 出庫は必ず他部門（営業責任者）の作成した

出庫指示書に基づいて行う。 

②適正な棚卸しを実施する 

 商品の横流しを行えば、棚卸し実施時に数量

不足となるので、数量不足の発見時には徹底し

た原因究明を行う。 

③棚卸し時などは経理部が立ち会う 

 商品の納品時・棚卸し時に経理部が立ち会

い、倉庫管理者が単独で商品を扱わないように

する。 

④不良品を管理する 

 倉庫管理者が不良品として報告してきた商品

について、本当に不良品かどうかを経理部が直

接チェックする。  

3.商品の横流し（倉庫管理者）  

4.まとめ 

 このほかにも社内不正のパターンはさまざま

ですが、不正を未然防止・早期発見できる仕組

みを確立することにより、経営者と従業員とが

お互い信頼しあえる職場環境を目指していきた

いものです。 

 また、会計事務所による毎月の巡回監査は、 

・不正が外部の専門家に発覚されるのではな

いかという牽制機能がはたらく 

・不正が小さいうちに発見される 

などの効果があり、社内不正防止・

早期発見の観点からも大変重要で

す。  

監査部：荻山 司 
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税 務 

監査部：池内 幸 

海外渡航費 ・滞在費の税務上の注意点 

 経済の国際化の進展により、法人・個人を問

わず国境を越えた取引が複雑・多様化していま

す。このような中で、海外への業務上の渡航は

頻繁に行われ、日常化している現状の中で取扱

いに苦慮することが多いと思われます。 

 取引・商談・業界視察等の「海外渡航費・滞

在費等」取り扱いをＱ＆Ａ方式でご説明いたし

ます。 

業務と観光の区分方法 

 当社は、海外渡航費については

「海外出張規定」により、役員と一

般社員に区分してそれぞれ基準を定

め、①航空運賃等 ②宿泊費 ③日当 ④その他

の費用、これら4つに区分して実行している。

また、事後には出張レポート等により報告が義

務付けられている。この場合、これらの費用が

当社の規定に沿って支給されている限り、全額

経費としての計上が認められますか？ 

 ① 業務関連性の判定 

   まず、業務に関連するかどうかを判定するために、次のこ

とを確認します。 

   ⅰ 団体旅行の主催者、その名称、旅行目的、旅行日程、

参加費用の額等その旅行の内容(パンフレット、旅行

日程表の検討) 

    ⅱ 参加者の氏名、役職、住所(参加者名簿の検討) 

 ② 損金算入額の計算 

   観光部分が含まれている場合、個別の事情を考慮して業務

従事割合を計算します。 

 Q 

 その海外渡航が法人の業務遂行上

必要なものかどうかの判定が重要とな

ります。例えば、旅費規定等に従って

支給していたものであっても、下記②に示すも

のと認定されれば、その全額が、①に示すもの

であっても、通常必要とする金額を超えている

と認定されればその超えた金額がその役員また

は社員に対する給与として個人に課税されます。

さらに、役員の場合は役員賞与等として損金不

算入となります。 

 

 同業者団体の海外視察へ参加しま

した。この旅行日程中に観光もあり

ましたが、税務上問題があります

か？また、問題があるとすれば観光部分との区

分は具体的にどのように行いますか？ 

 Q 

 業務に関連しない個人的な観光部分

は、その者の給与・賞与となります。そ

のため、その出張先、旅行経路や旅

行期間等を総合判断し、法人の業務と観光を合

理的に区分しなければなりません。その区分方

法は下記の手順によります。 

 

損金等算入割合 

90％・100％ 

70％・80％ 

50％・60％ 

全額「旅費交通費」 

20％・30％・40％ 

0％・10％ 全額「給与・賞与等」 

「通常要する費用×損金等算入割合」を「旅費交通

費」とし、残りの全額を「給与・賞与等」 

通常要する費用を「往復の交通費」と「その他の費

用」に分け、「往復の交通費」と「その他の費用×

損金等算入割合」の合計を「旅費交通費」とし、残

りの全額を「給与・賞与等」 

経理方法 

 「旅費交通費」や従業員に対する「給与・賞

与等」として処理した場合は損金算入となりま

すが、役員に対する「役員賞与等」となった場合

は損金不算入となり、税額を計算する上では損金

にはなりませんので注意が必要です。 

なお、10％未満の端数を四捨五入して算出された割合を

「損金等算入割合」と言います。 

 業務関連性があると判断された場合、損金等

算入割合の結果により経理方法が異なります。 

＝ 
視察等の業務従事日数＋観光の日数 

視察等の業務従事日数 
業務従事割合(※) 

①業務の遂行上必要と認められる海外渡航の範囲 

  ⅰ 契約の締結・具体的商談 

  ⅱ 支店、海外子会社、工場、店舗の視察 

  ⅲ 業界の展示会、見本市等への参加又は見学 

  ⅳ 国際会議、市場調査研究、セミナー 

  ⅴ 同業者団体による各国官庁等への訪問懇談 

②業務の遂行上必要と認められない海外渡航 

  ⅰ 観光渡航の許可を得て行う旅行 

  ⅱ 旅行斡旋を行う者等が行う団体旅行に応募して 

   する旅行 

  ⅲ 同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う 

   団体旅行で主として観光目的と認められるもの 
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労務部：横浜 昭浩 

 先月号では、変形労働時間制の概要について

確認しましたが、今月号から変形労働時間の個

別の制度についてみていきます。 

 今月は、「1ヶ月単位の変形労働時間制」に

ついてご説明致します。 

労 務 

 １．制度利用のメリット 

 労働基準法では、労働時間は1日8時間1週40

時間が原則となっています。ところが、1ヶ月

の中で隔日勤務、夜間勤務等のほか、月初めや

月末、特定の週によって業務の繁閑がある場合

があり、原則の基準に当てはまらないため、時

間外手当を多く支給しなくてはならないことが

あります。このように1ヶ月の中で繁閑が大き

い場合にこの制度を利用するのが有効的です。 

１ ヶ 月 単 位 の 変 形 労 働 時 間 制 

 ２．主な要件 

① 「労使協定」または「就業規則その他これに準ずるもの」による定め  

 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するに

は、「労使協定」を結ぶか、「就業規則その他

これに準ずるもの」に定める必要があります。

「労使協定」で定める場合は労働基準監督署へ

の提出が必要となり、また、「労使協定」によ

らず「就業規則その他これに準ずるもの」で定

める場合は、10人以上の事業所の場合は就業規

則、10人未満の事業所の場合は就業規則に準ず

るもので定める必要があります。 

② 変形期間の定め 

 変形期間は1ヶ月以内とされており、1ヶ月に

限らず4週間単位や20日単位またはそれ以外で

あっても構いません。また、変形期間の長さだ

けではなく、その起算日も明らかになるように

定める必要があります。 

③ 各日・各週の労働時間の特定 

 1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するにあ

たり、あらかじめ労使協定等で各日、各週の労

働時間を具体的に特定する必要があり、会社が

業務の都合によって任意に労働時間を変更する

ものは該当しません。 

④ 変形期間における法定労働時間の上限 

 原則の労働時間を超えて勤務することができ

ることは既に述べている通りですが、具体的な

上限の時間は次のように計算します。  

週40時間×変形期間の暦年数÷7 

 ※）特例措置対象事業場：40時間→44時間 

変形期間 法定労働時間が40時間 法定労働時間が44時間 

31日 177.1時間 194.8時間 

30日 171.4時間 188.5時間 

28日 160.0時間 176.0時間 

⑤ １ヶ月単位変形労働時間制採用時の時間外  

 1ヶ月単位の変形労働制を採用して、1日また

は1週の法定労働時間を超えて労働させること

ができますが、次の場合は時間外労働となりま

す。 

１日 

①労使協定または就業規則その他こ

れに準じるものにより8時間を超える

時間を定めた日はその時間 

②①以外の日は法定労働時間を超え

て労働した時間 

１週間 

①労使協定または就業規則その他こ

れに準じるものにより1週間の法定時

間(40時間または44時間)を超える時

間を定めた週はその時間 

②①以外の週は1週間の法定労働時間

を超えて労働した時間 

変形 

期間 

変形期間における法定労働時間の枠

を超えて労働した時間 

⑥ 特別の配慮  

 会社は１ヶ月単位の変形労働時間制を採用す

る場合、育児を行う者、老人等の介護を行う者

などには、育児等に必要な時間を確保できるよ

うな配慮をしなければならないとされていま

す。また、18歳未満の年少者は1週間について

48時間、1日について8時間を超えない範囲で

1ヶ月単位の変形労働時間制を適用できます。

妊産婦については妊産婦が請求した場合、1ヶ

月単位の変形労働時間制を適用できません。 
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財団法人・社団法人の公益認定申請に向けて(7) 

 １．遊休財産額保有制限とは（認定法第16条関係）  

 事業年度末日の貸借対照表の純資産（正味財産）の額から使途の定まっている財産額（控除対

象財産）を差し引いた残額をいいます。  

① 遊休財産とは 

 事業年度末日における特段使途の定まっていない財産の合計額（遊休財産額）が、1年分の公

益目的事業費相当額を超過してはならないことをいいます。仮に超過した場合は公益認定基準を

満たさないこととなります。  

遊休財産額 ＜ １年分の公益目的事業費相当額 

② 控除対象財産とは 

 法人の財産の中で、目的・用途が具体的に定まっている財産をいい、認定法施行令第22条第3

項において対象となる財産が以下のとおり列挙されています。  

 イ 公益目的保有財産（公益目的事業を行うために保有する財産） 

   ロ 収益事業・管理活動財産（収益事業や法人会計で保有する財産） 

  ハ 特定費用準備資金（将来の特定の事業費・管理費に充てるための積立資金） 

   ニ 資産取得資金（特定の財産の取得又は改良に充てるための積立資金） 

   ホ 寄附された財産で寄附者の定めた使途で使用されている財産 

   ＊現在及び将来にわたって使用することが見込まれない土地・建物等の固定資産、将来の単なる備えや資金

繰りのために保有している資金は控除対象財産に該当しません。 

 2．遊休財産額保有制限の計算（例）  

 ＊１ 建物100は公益目的事業を行うために保有する財産（公益目的保有財産） 

 ＊２ 土地80は現在及び将来も使用予定はない（遊休財産） 

 ＊３ 積立預金10はその運用益を法人会計管理費に充当（収益事業・管理活動財産） 

 ＊４ 積立預金20は3年後に実施予定の○○大会事業の資金として積み立て（特定費用準備資金） 

 3.その他 

 遊休財産額の計算をするにあたり、控除対象財産に対応する負債（資産購入のための借入金

等）がある場合、その対応負債を直接的に特定して計算するか否かで計算方法が2つに分かれま

す。移行認定申請上、どちらか有利な方法を選択することとなります。計算方法等の詳細は担当

者までお問い合わせください。 

公益・社会福祉法人 

正味財産   215（資産－負債） 

建物    △100（公益目的保有財産） 

積立預金  △ 10（収益事業・管理活動財産） 

積立預金  △ 20（特定費用準備資金） 

    差引       85・・・遊休財産額 

☞この場合、年間の公益目的事業費が85を超過する

と認定基準を満たさないこととなります。 

流動資産 流動負債 

固定資産 

 現預金    10 

 建物     100 

 土地     80 

 積立預金   30 

資産合計     220 

 未払金      5 

正味財産 

負債・正味財産合計 220 

      215 

貸借対照表 

 6月号では、公益認定基準のうち財務的基準のひとつである「②公益目的事業比率」について

ご紹介しました。今回は同じく財務的基準である「③遊休財産額保有制限」について詳しくご

説明致します。 
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事業承継 

遺 留 分 の 民 法 特 例 ＜ 除 外 合 意 ＞ 

株式会社 さくら総合M＆Aｾﾝﾀｰ：小野 徹 

 前号からの繰り返しになりますが、除外合意

とは社長（A）の所有する自社株式等を、生前

贈与を受けた後継者（B）と推定相続人（C）

との間で、その自社株式等を遺留分の対象から

除外すれば、遺留分の減殺請求（※）が当該自

社株式等には及ばなくなるという制度です。 

※）「遺留分の減殺請求」…自分の遺留分に相当する部分 を、相

手が遺言等で受け取った財産から減らすよう請求すること 

 前号では、「事業承継に関する政府の対応〈遺留分の民法特例〉」について、その概要を説

明致しました。本号では、「遺留分の民法特例」のうち「除外合意」について、少し詳しくお

話し致します。 

 １．定義 

 Cの遺留分の額は6,250万円となり相続財産

(2,500万円)だけで遺留分を賄えません。この

とき現金での支払いや自社株式引渡しなどがB

に求められる可能性があり不都合が生じること

となります。(図1) 

 ２．事例 

事例① 除外合意がない場合 

 Cの遺留分の額は1,250万円となり、相続財産

(2,500万円)のみで遺留分を賄えることとなりま

す。これによりBが遺留分の支払のために現金

を用意したり、自社株式を分け与えたりする必

要はなくなりますので、経営権へ悪影響を及ぼ

す不安が解消されます。(図2) 

被相続人：経営者A 

 相続人：次男B(後継者)・長男C 

生前贈与：自社株式   2億円(A→C) 

相続財産：不動産  5,000万円 

事例② 除外合意がある場合 

図1.除外合意がない場合 

(参考)遺留分 

経営者：A 

後継者：B Aの長男：C 

遺 言 に よ り 

全財産を相続 

相続財産なし 

「遺留分」を請求 

(お詫びと訂正) 

 本誌7月号の「事業承継」の記事において、「遺留分割

合は2分の1」と掲載しましたが、正しくは今月号でご紹

介しています遺留分の表の通りとなっております。 

 お詫びして訂正いたします。      (広報委員会) 

法定相続分 
法定相続人 

遺留分

の合計 

各自の遺留分  

配偶者 子 父母 配偶者 子 父母 

1 ― ― 配偶者のみ 2分の1 2分の1 ― ― 

― 1 ― 子のみ 2分の1 ― 2分の1 ― 

2分の1 2分の1 ― 配偶者と子 2分の1 4分の1 4分の1 ― 

― ― 1 父母 3分の1 ― ― 3分の1 

3分の2 ― 3分の1 配偶者と父母 2分の1 3分の1 ― 6分の1 

 (注)子及び父母が複数の場合は、上記の遺留分の範囲内で頭割りされます。 

 次号では、「固定合意」についてご説明致し

ます。  

各自の遺留分＝法定相続分×遺留分の合計 

除 外 

経営者：A 

後継者：B Aの長男：C 

自社株式 

5,000万円 

「遺留分」を請求 

 
1,250万円 

① 遺留分対象 

   生前贈与： 

 Ｂの相続財産： 2,500万円 

 Ｃの相続財産： 2,500万円 

  遺留分対象： 5,000万円 

③ Cの遺留分の額 

 5,000万円 
4 
１ × ＝ 1,250万円 

図2.除外合意がある場合 

② Cの遺留分 

2 
１ 

2 
１ 

4 
１ × ＝ 

遺留分 2人 

③ Cの遺留分額 

 

 

経営者：A 

Aの次男：B Aの長男：C 

自社株式 

5,000万円 

「遺留分」を請求 

 
6,250万円 

① 遺留分対象 

   生前贈与： 20,000万円 

 Ｂの相続財産： 2,500万円 

 Ｃの相続財産： 2,500万円 

  遺留分対象： 25,000万円 

25,000万円 
4 
１ × ＝ 6,250万円 

② Cの遺留分 

2 
１ 

2 
１ 

4 
１ × ＝ 

遺留分 2人 
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 :Strengths   強み 

 :Weaknesses   弱み 

 :Opportunities  機会 

 :Threats    脅威 

Ｗ 

Ｓ 

固定資産＋繰延資産 

固定負債＋自己資本 

7  

内 部 経 営 資 源 ～ S W O T 分 析 ～ 

 これまで、経営不振企業の決算書を金融機関が読み取るときに用いる分析ツールである「定

量分析」「定性分析」をご紹介してきました。今回は、4月号の「定性分析」で触れた「内部経

営資源」についてご紹介いたします。  

 6月号でご紹介した「PPM分析」は、製品分

野がそれほど多くない中小企業にとっては馴染

みにくい面があります。このような場合に有効

なのがSWOT分析です。 

新潟事務所：西久保 勝郎 

 １．ＳＷＯＴ分析 

 この分析方法は、「機会」「脅威」「強み」

「弱み」を整理し、特にコアコンピタンス(自社

の得意な競争分野)を明らかにする分析方法であ

り、これまでの経営活動によって蓄積された経

営資源の中に、相対的競争優位性を持つ経営資

源を明らかにすることを目的とします。 

 ただし、一般的な経営分析の観点ではなく、

再生を前提とした経営資源を明らかにする上で

は、当然のことながら事業再生という観点から

経営資源の「強み」と「弱み」を選ぶ必要があ

ります。 

②競合他社と比較して何が多くの価値を生み

出しているのか検討する 

③業種ごとのマーケティングの特性による分

析を行う 

 この順番で自らの企業の特性を分析し、標的

市場を定め、どの市場のどの顧客のどのニーズ

をターゲットにして製品・サービスを生産する

かを決め、この市場における製品・サービスが

競合他社との関係において何をもって違いを出

すかを決定します。このような違いは機能、価

格、パッケージ、カラー、デザイン、付帯サー

ビス等によって差別化され、これをどのような

位置（ポジショニング）で競争展開するのかも

同時に決定することになります。 

 以上の分析をすることによってその企業のコ

ア事業などが明確になり、競争優位性を保有し

た経営資源が技術開発力、生産管理力、生産シ

ステムなどであることが明らかになります。 

 こうした経営資源分析を行うことにより、再

生の具体化に繋がっていくことになります。 

 ２．ＳＷＯＴ分析の方法 

①資金では調達不可能なノウハウ・技術・企

業風土等がどのくらい蓄積されているか検

討する 

～固定資産の状況を確認するには？～ ẓ  

Ｑ：固定資産等への設備投資が妥当か

どうかをチェックしたい！ 

Ａ：固定長期適合率を確認してください。８０％未

満で低ければ低い方が良く、１００％超の場合は資

金繰りの安全性が損なわれます。 
※注） ＴＫＣ経営指標平成２３年指標版(黒字企業平均より） 

全産業 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店・宿泊業 サービス業 

70.1  56.8  65.4  60.5  71.1  96.0  66.0  

×100  ＝ 固定長期適合率(％)  

事業再生 

Ｔ 

Ｏ 
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 「クールビズ」はこれまで道内でも多くの企業で取り入れられていますが、今年は震災の影響

による電力不足対策の一環として冷房の過剰利用を控え「クールビズ」を実施する企業が増えき

ています。こうした世論の流れに積極的に対応して取り組み、グループとして環境保全に貢献す

ることを目的として、実施することとなりました。そこで今月号のグローバルでは、当グループ

の取り組みをご紹介致します。 

監査部：蓑口 知明 

掲示板 

8  

株 式 会 社  道 央 医 療 コ ン サ ル 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

㈲ 札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

エ ス ･ バ イ ･ エ ス 事 業 協 同 組 合 

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

株 式 会 社  さ く ら 総 合 Ｍ ＆ Ａ セ ン タ ー   

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

花 岡 英 司 公 認 会 計 士 事 務 所  
 

【さくらマネジメントグループ】 

さ く ら マ ネ ジ メ ン ト グ ル ー プ 掲 示 板 

 

 実施の趣旨 

エコ対策エコ対策  

 二酸化炭素削減により地球温暖化の防止に貢献  

節電対策節電対策  

 消費電力削減により夏場の電力丌足へ対応する

とともに自社の電気料の削減を図る 

仕事能率向上仕事能率向上  

 軽装化・快適化により体感温度の低下を図り、

暑さによる体力消耗を予防し、仕事の能率を向上

させる 

冷房病(クーラー病)の予防冷房病(クーラー病)の予防  

 冷房温度を高めに設定する事で、冷房病による

体調丌良の予防につながり、仕事能率の向上も図

る 

 冷房の設定 

一律一律2727 ℃に設定℃に設定  

・外気温＜16ħŁ外気温と同温度に設定 

・昼休み及び17 時半以降の就業時間以外は冷房

を使用しない 

 実施期間 

99 月月3030 日まで日まで  

・毎年6 月1 日から9 月30 日まで実施 

・初年度の今年は7 月5 日より実施中 

 当面は「クールビズ」の服装を事務所内限定とさせ

ていただきます。このため、お客様が当事務所にい

らっしゃた際、右の「クールビズ実施中」ホルダーを

付けて、室温を27℃に設定してご対応させていただき

ます。ご来所いただくお客様につきましても、軽装で

ご来所いただき「クールビズ」実施へのご理解・ご協

力をお願い申し上げます。 

ク ー ル ビ ズ 実 施 中 で す ！ク ー ル ビ ズ 実 施 中 で す ！  


